




支所発地域力向上支援金　事業評価（朝陽支所）

事業名

団体名

効果がなかった
あまり効果がな

かった
普通 効果があった

大いに必要性
があった

5

見込めない あまり見込めない

評価項目　(選考基準の視点で評価) 事業区分

北屋島区

書類保管書庫整備事業

(基準様式第３号)

効　果

必要性

令和3年10月13日

2 4

将来性

1 2 3

必要性がなかった
あまり必要性がな

かった
普通 必要性があった

教育・文化活動

51 3

3 4 5

特に効果があった

1 2

4

　将来、書類が増え、書庫に入りきれないことが予想されることから、新たに文書を保管する際は保存の

　支所長としてもこの事業の活用により、重要な文書が大切に保存される環境が整ったことにより、区の

支所長の総合評価　(次年度以降の活動への助言等)

区の重要な文書の保存や閲覧の在り方を検討されていた。今回、支援金を活用することで、区公会堂

された。これにより、区民が必要なときに、文書の閲覧が容易となり、また歴史的価値のある古文書等も

着実に後継者に引き継がれる環境が整えられた。

　また、現に保管されている文書についても、定期的に保存の必要性をご調査いただきたい。

歴史と文化を後世にしっかりと残すことができるようになり、事業の効果はあったと考える。

必要性を調査し、引継ぎ保存の必要性のない文書は取り除き、廃棄していくことをご検討いだきたい。

普通 見込める 大いに見込める

　北屋島区では、区長等区役員の代々の引継ぎ重要文書が現役員の自宅で保管されているため、

に文書の保管・保存ができる環境を整えようと計画し、書庫を購入したものである。

　購入した書庫は、区公会堂二階の倉庫に設置され、文書は年度別・分類別にするなど、工夫し整理


